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３ 県立志摩病院の次期運営に向けた今後の進め方について 

 志摩病院は、平成 24年度に指定管理者制度を導入し、今年度８年目を迎えました。指定

管理に移行後、業務の効率化を図りながら、常勤医師の増員や内科系救急の 24時間 365日

の受入れなど診療機能の回復および地域医療への貢献の面で、一定の成果を上げてきまし

た。しかしながら、小児科および産婦人科の入院診療や外科系救急の受入れ枠拡大などの

課題も残っています。 

 一方で、2025年を見据え、地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化・連携を

推進するために、平成 29年３月に地域医療構想が策定されたほか、志摩地域の人口が大き

く減少するなど、志摩病院を取り巻く環境は、指定管理者制度導入時から大きく変化して

います。 

 ついては、こうした状況の変化を十分にふまえながら、次期の志摩病院の運営に向けて、

準備を進めてまいります。  

１ 次期運営に向けた具体的な進め方 

【令和元年度】 

（１）現状分析および検証・評価

・病院事業庁において、現在の志摩病院の管理状況や基本協定に基づく各項目の

達成状況等を分析したうえで、検証・評価を行います。

・病院事業庁の検証・評価に加え、医療保健部においては、地域医療確保の観点

等から検証・評価を行います。

・これらの検証・評価にあたっては、地域住民や関係機関等から聴き取りを行い

ます。

（２）有識者による検証・評価

・県による検証・評価を、より公正・中立な立場で評価していただくとともに、

志摩地域の診療機能等に関して、専門的見地から意見・助言等を得られるよう、

住民代表や医療分野、学識経験者等で構成する有識者による会議を設置します。

（３）次期指定管理にかかる実施方針の策定

・（２）の検証・評価結果や志摩地域の診療機能等に関する意見・助言等をふまえ、 

次期指定管理にかかる実施方針を策定します。 

【令和２年度】 

（４）指定管理者の公募

・（３）で策定した実施方針に基づき、指定管理者募集要項を定め、指定管理者を

公募します。 

（５）指定管理候補者の選定

・応募があった団体の審査を適正に行うため、選定委員会を設置し、申請内容等

の審査を行ったうえで、指定管理候補者を選定します。

（６）指定管理者の指定

・議会の議決を経て、指定管理者を指定します。

（７）基本協定の締結
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【令和３年度】 

（８）準備（移行）期間

【令和４年度】 

（９）指定管理業務開始（令和４年４月１日から）

２ 令和元年度のスケジュール（予定） 

 令和元年 ６月   常任委員会（次期運営に向けた今後の進め方） 

６～11月 県による現状分析および検証・評価 

地域住民および関係機関等から聴き取り 

有識者による検証・評価 

10月  常任委員会（経過報告）  

12月 常任委員会（評価結果および次期指定管理にかかる実施方針案） 

 令和２年  ３月 常任委員会（次期指定管理にかかる実施方針）  
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